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あなたの奨学金

会社が肩代わり。
奨学金返還支援（代理返還）制度の導入は、従業員の方へ提供される企業の福利厚生制度です。

あなたの応募先、内定先は
奨学金の返還（返済）を支援していますか？

奨学金の返還がない方も、会社の福利厚生が
どうなっているか、ぜひ確認してみてください。

進
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奨学金の代理返還対応
企業一覧

令和6年度  選ばれる職場づくり推進事業受託事業者

お問い合わせ先

次の項目を記載しお送りください。
法人名／名前／連絡先／支援・相談の内容

窓口スタッフがご案内いたします。

syokuba@ecure.co.jp

0120-６40-234
平日9時-１７時

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
TEL:026-235-7118 FAX:026-235-7327
E-mail：rodokoyo@pref.nagano.lg.jp 
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これから進学する人も、就活する人も必見！



日本学生
支援機構等

返還費用の支援なし給与＋返還費用を支給

手取りの
給与から返還

日本学生
支援機構

奨学金を借りている
従業員へ

返還費用を支給

奨学金を
借りている
従業員

勤務先が機構へ直接送金

奨学金部分を
代理返還

労働の対価と奨学金返還支援をきちん
と理解され、組織的に支援をしてくれる
就職先です。

従業員の奨学金の返還には関わりがな
いという企業。制度導入の働きかけを県
からも行っていきます。

従業員の税金や社会保険料の増加も回
避できる方法で、奨学金の返還を積極的
にサポートをしてくれる就職先です。

奨学金返還の3パターン

日本学生
支援機構等

手取りの給与・
手当から返還

奨学金を
借りている
従業員

支援要件に
よっては一部
本人から返還

計画的な返還を ー支出・収入のシミュレーションー
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国・公立

私立

通学形態
自宅
自宅外
自宅
自宅外

貸与月額
30,000円
50,000円
80,000円
100,000円

貸与総額
1,440,000円
2,400,000円
3,840,000円
4,800,000円

返還総額
1,543,214円
2,597,188円
4,257,117円
5,321,420円

返還月額
9,892円
14,428円
17,737円
22,172円

返還回数（年数）
156回（13年）
180回（15年）
240回（20年）
240回（20年）

貸与月額
45,000円
51,000円
54,000円
64,000円

貸与月数
48か月
48か月
48か月
48か月

貸与総額
2,160,000円
2,448,000円
2,592,000円
3,072,000円

返還月額
12,857円
13,600円
14,400円
14,222円

返還回数（年数）
168回（14年）
180回（15年）
180回（15年）
216回（18年）

出典：日本学生支援機構ホームページ「返還例」より

奨学金の返還は
確実に！

奨学金の返還（返済）を肩代わりしてくれる
先進企業をご紹介

奨学金の返還を期限どおりに行わなかった
場合、延滞金が発生します。延滞金は、未返
還の金額に対して年利率3%を日割りで計
算して、延滞期間に応じて課金されます。

返還額の増加

延滞が3か月以上続くと個人信用情報機関
に延滞者として登録されてしまいます。ク
レジットカードを作れない、ローンを組め
ないなどの広い範囲で支障が出る可能性
があります。返還完了後も5年間は登録が
継続されるため、例えば38歳で返還完了
したとしても、43歳まで不自由が続く場合
があります。

買えない、借りれない

延滞3か月目までは督促を行うのは日本
学生支援機構です。その後4か月目から8
か月目までは民間の債権回収会社に業務
が移管されます。滞納9か月目以降となる
と裁判所に支払督促申立や訴訟提起をさ
れ、最終的に強制執行により、給与や預
貯金など財産を差し押さえられる可能性
があります。

裁判所からの通知

シューカツナガノ
https://www.shukatsu-nagano.jp

企業の奨学金返還支援（代理返還）制度は、雇用する従業員の奨学
金残額を企業が日本学生支援機構（以下、機構）に直接送金する制
度です。また、手当として給与と一緒に支払う場合もあります。

ただし、肩代わりしてくれる期間や金額は各社で異なるため、応
募先を検討する際や内定後には確認することが重要です。

返還計画を含め、就職後の資金計画を綿密にシミュレーションし
ておきましょう。就活時に提示される給与額は総支給額であり、
手取り額は少なくなります。さらに、働き始めてから2年目、3年目

には住民税や所得税が増額され、手取り額がさらに減少します。
これを機会に生涯に渡って大切な「家計管理」について調べてみ
ましょう。

奨学金の返還をサポートしてくれる企業の最新情報はこちらから ▶▶▶

※1. 参考：https://www.shukatsu-nagano.jp に 2024年 5月現在、掲載されている企業。また返還期間など諸条件等は左記のウェブサイトをご確認ください。

なし手当
支給

代理
返還

出典：日本学生支援機構ホームページより

シューカツNAGANOに従業員の奨学金返還制度の導入および運用について掲
載されいる法人です。2024年10月25日時点※敬称略／シューカツNAGANO特集ページ掲載順


